
Fintokeiプロバイダープログラム -チャレンジプラン
利用規約

1. この「Fintokeiプロバイダープログラム-チャレンジプラン」利用規約（以下「FPP利用規

約」という）は、当社の「一般利用規約」に定義されている「Fintokeiチャレンジプラン-ス

テップ1およびステップ2」に設定された条件を達成することに成功した場合において、

Masarykova 409/26, Brno-mesto, 602 00 Brno, Czech Republicに本社を置くFintokei a.s.

（登録番号：09110127）（以下、総称して「当社」、「私たち」または「Fintokei」）と「プロバイ

ダー」であるお客様（以下、「お客様」または「プロバイダー」）との間での契約条件を規

定するものです。

2. FPPの規約は、プロバイダーが以下の第3条に定義されるプロトレーダー口座を発行し

た日より有効になります。当該口座は、取引プラットフォームで最初の取引を行うことで

有効になります。

3. 当社は、「Fintokeiチャレンジプラン」を購入する際にプロバイダーが選択したのと同じ開

始資金（以下「初期金額」という）で資金提供されるデモ口座（以下「プロバイダー口座」

という）をプロバイダーに提供します。プロバイダーは、第三者パートナーブローカーが

提供するFX、コモディティ、株価指数、またはその他のCFDベースの金融商品（以下「

FOREX」という）でデイトレードを行い、当社は以下に示す規則に従ってプロバイダー

に報酬を支払うことに同意します。

4. 当社は、プロバイダーが複数の「Fintokeiチャレンジプラン」を達成した場合、1人のプロ

バイダーに対して複数のプロトレーダー口座を提供することができますが、その初期金

額は、同意の時点で合計して6,000万円または他の通貨での相当額を超えてはなりませ

ん。

5. プロバイダーがプロバイダー口座で特別に優れた成績を収めた場合、当社は独自の裁

量により、プロバイダー口座の金額を増額することがあります。これを「スケーリング」と呼

び、その条件詳細は以下に記載されているほか、本文書の「付録1」にも記載されていま

す。

a. プロバイダーは、電子メールにてプロバイダー口座の増額を申請する必要が

あります。これが承認された場合、当社はプロバイダー口座の金額を増額し、

プロバイダーは新たにスケーリングされた金額（以下「スケーリングされた金

額」という）で取引を継続することができます。

b. プロバイダーは、プロバイダー口座の残高に利益を上回る、つまり初期金額

（またはスケーリングされた金額）を上回った場合にのみ、スケーリングを申請



することができます。スケーリングの評価と承認は、分配利益の出金処理と合

わせて行われます。

c. プロバイダーは、「付録1」に記載されているように、スケーリングの次のレベル

に移行することで、スケーリングされた金額をさらに増額するために、「複数回

のスケーリングを申請することができます。さらに、スケーリングの次のレベル

では、スケーリングされた金額を増額させるだけでなく、プロバイダーの分配

利益比率を増やせる場合もあります。

d. ただし、プロバイダーは同時にアクティブなプロバイダー口座のうち1つだけ、

スケーリングを有効化することができます。

6. 当社は、プロバイダー口座からすべての取引または取引注文を複製、コピー、またはそ

の他の方法で使用することを許可されており、それは疑いの余地なく当社の所有物とし

て認識され、言及されます。取引の複製、コピー、またはその他の使用は、FPP利用規

約において報酬として定義されている以外の、その他の分配利益、報酬、または支払い

をプロバイダーに対して権利を与えるものではありません。

7. 報酬（以下「報酬」という）は以下の通りの構成になっています。

a. 提供されたプロトレーダー口座に直接関連する、プロバイダーが初回に支

払った、合格した各「Fintokeiチャレンジプラン」プログラムの料金と同額のお

祝い金。

b. 分配利益とは、出金プロセスの一環としてプロトレーダー口座から引き出され

た純利益の一定割合の分配を意味します。純利益は、すべての未決済取引

とポジションを決済した後の口座残高と、プロバイダーのプロトレーダー口座

の初期金額またはスケーリングされた金額との差額として計算されます。

c. プロトレーダー口座の分配利益率は、本ウェブサイトの各セクションに記載さ

れています。

8. 報酬のお祝い金は、最初の分配利益出金と共にプロバイダーに支払われ、プロバイ

ダーがそれまでプロトレーダー口座の解約につながる規則違反または目標違反を行

なっていない場合にのみ支払われます。

9. 上記で定められた報酬の通貨は、プロバイダー口座の料金および初期金額の通貨と同

じになります。報酬の支払いは、プロバイダーが出金申請を提出してから10日以内に行

われ、プロバイダーの登録し承認した銀行口座へ銀行振込によって行われるか、プロバ

イダーが出金申請で明示的に指定した場合、本ウェブサイトに記載されている利用可

能な支払手段によって行われます。

10. 報酬の支払いは、プロバイダーが保有する銀行口座、ウォレットに対して行なわれるか、

Fintokeiが承認したその他の手段でのみ行なわれます。第三者への支払いは許可され



ません。当社の「一般利用規約」の第7条に定義されている通り、さらなる「本人確認手

続き」を行使する権利が完全に適用されます。

11. 報酬支払いの一環として行われる最低出金額は、20,000円、100ユーロ、100ドル、また

は2,000クローネです。

12. 当社は、プロバイダーに対し、FOREX取引の手法を指示することはありません。プロバ

イダーは、プロバイダーが適切と判断する方法でFOREX取引を行うことができます。

13. FOREX取引中、プロバイダーは、各自のプロトレーダー口座について、以下の慎重な

取引ガイドラインを遵守する必要があります：

a. プロトレーダー口座の1日の最大損失額は、1日の取引を通してSOD（以下

「取引開始日」という）の純資産の5％を超えてはなりません。これは、プロト

レーダー口座の純資産が、常に取引開始日の純資産額の95％を下回っては

ならないことを意味します。

b. プロトレーダー口座の最大損失総額は、取引期間中は常に初期金額の10％

を超えてはなりません。これは、プロトレーダー口座の純資産が、いかなる時

点においても初期金額（またはスケーリングされた金額）の90％を下回っては

ならないことを意味します。

c. 疑義を避けるために言及すると、損失は、決済済みおよび未決済の取引損

失の合計に追加して、関連費用および経費（手数料、ブローカー手数料、

マーケットデータ手数料、取引プラットフォーム費用、国税、取引の執行およ

び清算のための手数料、保有ポジションごとの金利費用、資金移動手数料な

どを含むがこれらに限定されない）で構成されます。

d. プロバイダーは、システムバグを悪用したり、遅延裁定取引やその他の裁定

取引を行ってはならず、そのような取引活動によって達成された利益は、報酬

の計算の対象外とみなされます。プロバイダーは、「一般利用規約」の第5条

「禁止されている取引戦略または取引」を常に遵守しなければなりません。

14. プロバイダーが第 13 条 a)～d)までの違反を犯した場合、契約条件の重大な違反とみな

されます。この場合、当社は即時にプロトレーダー口座上のすべてのポジションをクロー

ズする権利を完全に有し、プロトレーダー口座は解約されます。

15. 14条に基づく契約条件の違反後、プロバイダーはお祝い金 (7a) や分配利益 (7b) 、過

去の未払いの分配利益も含め、いかなる権利を失います。

16. 当社へのサービス提供に関連してプロバイダーが負担するすべての費用および経費

は、プロバイダーが単独で負担するものとします。



17. プロバイダーが出金を行うことができる最短期間は、プロバイダー口座が作成された日

から14日間です。

18. プロバイダーが出金を要求した時点で、プロバイダー口座ではすべてのポジションと取

引が決済済みでなければならず、出金が実行されるまでクローズされたままでなければ

なりません。

19. 口座残高と初期金額（またはスケーリングされた金額）の差額がプラスの場合、出金と

は、プロバイダー口座から純利益の全額または一部を控除するプロセスです。

20. 出金が実行された後、プロバイダー口座には、初期金額および出金されていない利益

によって資金が維持され、取引が再び許可されます。

21. 前回の出金完了後、次の出金までの最短期間は14日間に再設定されます。

22. プロバイダーは、当社のサービスを通じて行う取引が実際のものではなく、仮想資金を

使用したデモ取引口座でのみ行われることを認めます。

23. プロバイダーは、FPP規約、当社の「一般利用規約」、またはFOREX取引に関連して得

たいかなる情報も秘密にすることを約束します。

24. プロバイダーは、(i)FPP規約に基づく履行、(ii)FPP規約に基づくプロバイダーおよび他

のプロバイダーの定期的な個人評価、および(iii)FPP規約に基づく履行に関連する紛争

の解決を目的として、かつ必要な範囲で、プロバイダーが当社に提供した、または提供

する予定のプロバイダーの個人データを、当社が（自動化された、またはその他の方法

で）処理することに同意するものとします。法律により、プロバイダーが一部の個人デー

タをより長期間保存することが認められている場合を除き、プロバイダーの同意は契約

期間中、および契約終了後3年間、この権限が存在し続けることを認めます（この場合、

プロバイダーは、一定期間についてこの同意を行ないます）。個人データの処理につい

ては、プライバシーポリシーに規定されています。

25. 同意が得られた場合、および/または、適用される法律により、プライバシーポリシーの

規定に基づき、当社は、プロバイダーの個人データを他の当事者および外国に転送す

る権利を有します。当社は、上記の目的および範囲内においてのみ、または法律により

義務付けられた範囲において、プロバイダーの個人データを転送する権利を有します。

26. プロバイダーは、本FPP規約以外の更なる協力について協議を開始するために、当社

が、ポートフォリオマネジメント投資会社等の他のパートナー会社を紹介することに同意

します。

27. FPP規約の下、プロバイダーは、自身の出身国においてFOREX取引に制限がないこと

を認めるものとし、従って当社は、いかなる現地法違反に対しても責任を負いません。プ

ロバイダーは18歳以上であり、FPP規約に拘束される完全な資格を持ち、従って適用さ

れる法律の規定を遵守しなければなりません。

https://www.fintokei.com/privacy-policy/


28. 当社は、支払い時の消費税/付加価値税/取引税、所得税、または通貨価値の目減り

について責任を負いません。当社がプロバイダーに対するすべての支払いは、当社が

法的に支払う義務がある税金を含むものとして行われます。当社はプロバイダーが納税

者として課せられる税金についても責任を負いません。

29. お客様は、適用法に従い、当社のサービスの利用および特典に関連するすべての納

税義務を履行する義務があり、義務がある場合は、税金またはその他の料金を適切に

支払う義務があります。

30. プロバイダーは、起業家または消費者であることを宣言しますが、資本市場等での取引

免許を取得していないことを明示します。

31. 当社は、報酬の支払いに先立ち、プロバイダーに対し、請求書の発行を要求する権利

を有しており、本条および適用される法律に従った必要書類が提供されるまで、当社は

支払いを保留することができるものとします。

32. FPP規約の対象は、「一般利用規約」に記載されている公募、抽選等ではありません。

33. FPP規約は、ウェブサイト上で利用可能な「一般利用規約」により合理的かつ適切に規

定されています。「一般利用規約」で使用されている省略形については、そこで指定さ

れているそれぞれの意味を有します。当社は、プロバイダーへの事前通知をもって、

FPP規約および/または「一般利用規約」の一部または全体を変更または修正する権利

を留保します。

34. 取引プラットフォームのサーバーに対する違反または不正使用、市場の欠陥を悪用す

る手法、または「一般利用規約」第5条に対する違反があった場合、FPP規約に基づく契

約関係は即時に終了するものとします。

35. 当社は、お客様がデモ取引を通じて投資アドバイスまたは推奨を提供しないことを認識

しています。お客様は、取引プラットフォームでのデモ取引をいつでも中断できることを

認めます。

36. 当社は、www.myfxbook.com またはその他の第三者ツールでプロバイダー口座を接続

し、パフォーマンスに関するより良い情報を得たり、プロモーション目的で使用したりする

場合があります。

37. プロバイダーは、当社の要求に応じて、プロバイダーの身元を完全に開示することなく、

Fintokeiの製品およびブランドのプレゼンテーションに参加することを認め、これに同意

するものとします。これには、インタビュー（書面または動画によるインタビュー）および／

または各種調査やアンケートへの参加が含まれます。その後、当社はそれらのデータを

ウェブサイトやソーシャルメディア上で公開することが許可されます。

38. 両当事者は、それぞれの権利と義務が均衡していると考えています。FPP規約締結時

に、いずれかの当事者の経済的地位の濫用を示唆する状況も存在しません。

https://www.fintokei.com/terms-conditions/


39. Fintokeiは、独自の裁量で通知した1ヶ月後、本FPP規約および/または「付録1」の一部

を更新、変更または置き換える権利を留保します。プロバイダーがプロバイダー口座の

使用を継続する場合、またはプロバイダー口座にアクセスする場合、プロバイダーはこ

れらの変更に同意したものとみなされます。

プロバイダーが修正された変更に同意しない場合、プロバイダーは、定義された変更の

有効日と同日に事業関係を終了する権利を有します。

40. 当事者は、法的な行為能力を有すること、従事する前に本FPP規約を読み、その内容を

理解し、同意すること、自由かつ真摯な態度で本FPP規約を締結することを宣言しま

す。

41. プロバイダーは、FPP規約と「一般利用規約」の両方を読み、ここに規定されているすべ

ての条件に同意します。

42. 第6版、2024年4月1日付け

付録1

スケーリング

1. プロトレーダー口座のスケーリング条件：

a. プロバイダーは、連続する2ヶ月の期間内に、初期金額（またはスケーリングさ

れた金額）から計算した、累積で少なくとも純利益の+10%に達した場合、プロ

トレーダー口座のスケーリングを申請することができます。

b. “連続する2ヶ月の期間”の開始は、常にプロトレーダー口座の開設日、直近

のスケーリングを行った日、またはその後いずれかの出金申請が完了した日

のいずれかである必要があります。

c. プロバイダーは、以下で示される次のレベルのスケーリングに移行することに

より、スケーリングされた金額をさらに増額させるために、スケーリングを複数

回申請することができます。さらに、次のレベルのスケーリングは、スケーリン



グされた金額を増額させるだけでなく、プロバイダーの分配利益率も増加する

場合もあります。

d. プロトレーダー口座の通貨別スケーリング：

取引の初期資金 € 10,000 € 20,000 € 50,000 € 100,000 € 200,000 € 400,000

レベル1 -分配利益80% € 12,500 € 25,000 € 62,500 € 125,000 € 250,000 € 500,000

レベル2 -分配利益80% € 15,000 € 30,000 € 75,000 € 150,000 € 300,000 € 600,000

レベル3 -分配利益85% € 20,000 € 40,000 € 100,000 € 200,000 € 400,000 € 800,000

レベル4 -分配利益85% € 30,000 € 60,000 € 150,000 € 300,000 € 600,000 €1,200,000

レベル5 -分配利益90% € 40,000 € 80,000 € 200,000 € 400,000 € 800,000 €1,600,000

レベル6 -分配利益90% € 60,000 € 120,000 € 300,000 € 600,000 €1,200,000 €2,400,000

レベル7 -分配利益95% € 80,000 € 160,000 € 400,000 € 800,000 €1,600,000 €3,200,000

レベル8 -分配利益95% € 100,000 € 200,000 € 500,000 €1,000,000 €2,000,000 €4,000,000

取引の初期資金 $10,000 $20,000 $50,000 $100,000 $200,000 $400,000

レベル1 -分配利益80% $12,500 $25,000 $62,500 $125,000 $250,000 $500,000

レベル2 -分配利益80% $15,000 $30,000 $75,000 $150,000 $300,000 $600,000

レベル3 -分配利益85% $20,000 $40,000 $100,000 $200,000 $400,000 $800,000

レベル4 -分配利益85% $30,000 $60,000 $150,000 $300,000 $600,000 $1,200,000

レベル5 -分配利益90% $40,000 $80,000 $200,000 $400,000 $800,000 $1,600,000

レベル6 -分配利益90% $60,000 $120,000 $300,000 $600,000 $1,200,000 $2,400,000

レベル7 -分配利益95% $80,000 $160,000 $400,000 $800,000 $1,600,000 $3,200,000

レベル8 -分配利益95% $100,000 $200,000 $500,000 $1,000,000 $2,000,000 $4,000,000

取引の初期資金 200,000 Kč 500,000 Kč 1,000,000 Kč 2,000,000 Kč 5,000,000 Kč 10,000,000 Kč

レベル1 -分配利益80% 250,000 Kč 625,000 Kč 1,250,000 Kč 2,500,000 Kč 6,250,000 Kč 12,500,000 Kč

レベル2 -分配利益80% 300,000 Kč 750,000 Kč 1,500,000 Kč 3,000,000 Kč 7,500,000 Kč 15,000,000 Kč

レベル3 -分配利益85% 400,000 Kč 1,000,000 Kč 2,000,000 Kč 4,000,000 Kč 10,000,000 Kč 20,000,000 Kč

レベル4 -分配利益85% 600,000 Kč 1,500,000 Kč 3,000,000 Kč 6,000,000 Kč 15,000,000 Kč 30,000,000 Kč

レベル5 -分配利益90% 800,000 Kč 2,000,000 Kč 4,000,000 Kč 8,000,000 Kč 20,000,000 Kč 40,000,000 Kč

レベル6 -分配利益90%
1,200,000

Kč 3,000,000 Kč 6,000,000 Kč 12,000,000 Kč 30,000,000 Kč 60,000,000 Kč

レベル7 -分配利益95%
1,600,000

Kč 4,000,000 Kč 8,000,000 Kč 16,000,000 Kč 40,000,000 Kč 80,000,000 Kč

レベル8 -分配利益95%
2,000,000

Kč 5,000,000 Kč 10,000,000 Kč 20,000,000 Kč 50,000,000 Kč 100,000,000 Kč

取引の初期資金 ¥2,000,000 ¥5,000,000 ¥10,000,000 ¥20,000,000 ¥35,000,000 ¥50,000,000

レベル1 -分配利益80% ¥2,500,000 ¥6,250,000 ¥12,500,000 ¥25,000,000 ¥43,750,000 ¥62,500,000

レベル2 -分配利益80% ¥3,000,000 ¥7,500,000 ¥15,000,000 ¥30,000,000 ¥52,500,000 ¥75,000,000

レベル3 -分配利益85% ¥4,000,000 ¥10,000,000 ¥20,000,000 ¥40,000,000 ¥70,000,000 ¥100,000,000

レベル4 -分配利益85% ¥6,000,000 ¥15,000,000 ¥30,000,000 ¥60,000,000 ¥105,000,000 ¥150,000,000



レベル5 -分配利益90% ¥8,000,000 ¥20,000,000 ¥40,000,000 ¥80,000,000 ¥140,000,000 ¥200,000,000

レベル6 -分配利益90% ¥12,000,000 ¥30,000,000 ¥60,000,000 ¥120,000,000 ¥210,000,000 ¥300,000,000

レベル7 -分配利益95% ¥16,000,000 ¥40,000,000 ¥80,000,000 ¥160,000,000 ¥280,000,000 ¥400,000,000

レベル8 -分配利益95% ¥20,000,000 ¥50,000,000 ¥100,000,000 ¥200,000,000 ¥350,000,000 ¥500,000,000


